
令和２年度「第１７回飯島町ソフトボール大会」大会要項 

 

１ 主  催  飯島町スポーツ連絡協議会 ソフトボール部 

 

２ 共  催  飯島町教育委員会 

 

３ 期  日  令和２年 10月 11日（日） 雨天延期 10月 18日（日） 

※午前６時 15分までに主催者側で実施の可否を協議する。 

 18日も開催できない場合は中止とする。 

 

４ 感染症対策  ・密集した状況を避けるため、開・閉会式は行わない。 

        ・各チームでアルコール消毒、手洗い等をこまめにする。 

・お互いに一定の距離を保つ等、ソーシャルディスタンスに十分に配慮する。一

定の距離が保てない場合はマスクを着用する等対策をする。 

        ・当日の朝、検温し名簿に記載する。37.5度以上の場合、または体調がすぐれな

い場合は参加しない。 

        ・お互いの距離が近い場合、大声で応援したり指示を出したりしない。 

        ・ハイタッチなど接触する行為は避ける。 

 

４ 日  程  代表者会 ７時30分～  各チーム代表者 飯島運動場歩道橋側のホームへ集合 

                競技開始 ８時 15分 

        競技終了 全試合終了後、グラウンド整備をして代表者のみ集合し結果を伝える。 

             賞状等は代表者へ渡す。 

 

５ 場  所  飯島運動場 

 

６ 参加資格  町内在住者及び町内事業所に勤務する者で編成し、１チーム監督を含め 20名以内

とする。 

 

７ 試合方法  トーナメント戦とする。 

 

８ 試合規則  現行『オフィシャルルール』及び『本大会申し合わせ事項』により行う。 

 

９ 参加申込み  令和２年９月２８日（月）の代表者会議までに、飯島町スポーツ連絡協議会事務

局へ参加申込書及び参加者名簿を提出してください。 

         

10 代表者会議  令和２年９月２８日（月）19時 00分から（場所 役場西庁舎営農指導室） 

        参加チーム数に応じて組合せを検討する。 

 

11 表  彰  第３位のチームまでに賞状を授与する。 
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12 そ の 他  1)７時 30分からの代表者会には各チーム 1名の出席をお願いします。 

        2)試合の組み合わせ等詳細については代表者会議で決定します。 

        3)参加するチームは、万一の事故に備えスポーツ傷害保険等に加入し、主催者側

は応急措置のみの対応とする。 

 

 

 



令和２年度「第１７回飯島町ソフトボール大会」申し合わせ事項 

 

１ ルール 

1)『2020年オフィシャルソフトボールルール』及び『当大会申し合わせ事項』による。 

2)ホームランゾーンは設けない。 

２ 試合規則 

1)トーナメント方式とし、３位決定戦は行わない。 

2)試合は、７回又は１時間15分で終了とする。終了時の回を最終回として当該の回が成立しな

い場合は、前の回で勝敗を決する。 

3)同点の場合は、抽選で勝敗を決する。 

4)主審が『集合』を宣言してから10分経過した時点で選手が集まらない場合には、不戦敗とす

る。 

5)ベンチは抽選番号の若いチームを1塁側とするが、引き続き試合を行う場合は移動しない。 

6)試合球は予備として各チーム１球用意する。 

7)ユニフォームの着用は義務づけしないが、スポーツに適した服装とする。 

３ 審 判 

1)代表者会議で確認した組み合わせ表により審判（主審、塁審、記録）を行う。 

2)審判は、原則として敗者のチームが行なうこととする。 

４ 準備・片付け 

1)会場準備は、各チームの代表者と主催者にて午前７時30分より行う。 

 ※詳細は代表者会義にて決定する 

2)グラウンドの整備は、各試合終了後に当該チーム全員で行う。 

3)終了後の会場及び用具の片付けについては、当該試合の審判チームが行う。 

５ 感染症対策 

  大会要項のとおり、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各チームで対策をする。 

６ その他 

1)悪天候の場合は、午前６時15分までに主催者側で協議し、６時30分までに代表者へ大会延期

の連絡をする。以降は会場での判断とする。 

2)飲食・喫煙はダグアウトの中では絶対しないこと。 

3)喫煙の際は受動喫煙に注意し、周囲への配慮をすること。 

4)ゴミ・煙草の吸殻は各チームで責任をもって片付けをし、必ず持ち帰ること。 

5)車の駐車には十分配慮し、道路上には絶対駐車しないこと。 

 ボールが当たる等事故があった場合は主催者側は一切の責任を負いません。 


